
＜法人の共済事務担当者向け＞

掛⾦納付対象職員届の提出⼿続き
動画マニュアル



はじめに
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＜掛⾦納付対象職員届（掛⾦届）とは＞

 「掛⾦納付対象職員届」とは、4月1日現在に在籍する施設や事業ご
とに被共済職員の名簿を作成いただき、4月1日付の本俸月額や前
年度中の従業状況（育児休業等）をご報告いただくものです。

 この掛⾦納付対象職員届は、全ての共済契約者が４月末日までに
提出する必要があります。

 なお、この届出をもとに、その年度に納付いただく掛⾦額が決定され、
掛⾦は５月末までに法人単位で一括で納付する必要があります。
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 全ての共済契約者が掛⾦届を提出する必要があります
 掛⾦届の提出は４月１日以降、可能となります



Step１. 掛⾦届の提出案内メールを受領する
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掛⾦届の提出⼿続きへ進む

掛⾦届提出のための
案内メールの受領
毎年３⽉中旬頃、機構から掛⾦届
の提出⼿続きにかかる案内メールが
送付されます。
案内メールに記載されているリンクから掛
⾦届提出時の留意事項の確認に進み
ます。
なお、メールを誤って削除してしまった場
合は、システム画面の左上にあるメ
ニューからも⼿続きを開始することができ
ますので、ご利⽤ください。 4



掛⾦届の提出⼿続きへ進む

システム画⾯から掛⾦届の提出に進む場合①

システム画面左上のサイドメニューボタンをクリックします。
システム画面から掛⾦届の登録に進む場合、次の⼿順に沿って登録に進みます。
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掛⾦届の提出⼿続きへ進む

システム画⾯から掛⾦届の提出に進む場合②

表示された退職⼿当共済システム
メニューから「掛⾦届の確認・提
出」をクリックします。
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Step２. 掛⾦届にかかる情報を⼊⼒し、機構に提出する
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掛⾦届提出時の留意事項を確認する

留意事項の確認

最初に画面に表示される掛⾦届
提出時の留意事項を確認します。

留意事項を確認し、問題が無い
場合、「掛⾦届提出⼿続きへ
進む」ボタンをクリックして掛⾦届の
提出⼿続きへ進みます。

掛⾦届の提出⼿続きは
４⽉１⽇以降、
可能となる点にご留意ください。
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掛⾦届提出時の事前確認をする①
施設情報の登録状況の確認
続いて施設・事業の登録内容を確認しま
す。次の４つの項目について「内容を確認
する」ボタンをクリックして確認してください。

更新されていることが確認できたら、「⑤は
い」を選択します。

① ４⽉１⽇までに新設した施設・事業がすべて登
録されているか

② ３⽉３１⽇までに廃止・休止した施設・事業の
⼿続きが完了しているか

③ 各施設の名称、所在地、施設種類の登録情報が
正しいか

④ 特定職員数又は措置⼊所障害児職員数が正しい
か（該当する施設・事業のみ登録します）

確認の結果、登録内容に不備があった場
合、「いいえ」をクリックして各⼿続きを先に完
了させてください。
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掛⾦届提出時の事前確認をする②
職員情報の登録状況の確認
続いて職員の登録内容を確認します。次の
４つの項目について「内容を確認する」ボタ
ンをクリックして確認してください。

更新されていることが確認できたら、「⑤は
い」を選択します。

① ４⽉１⽇までに採⽤した職員がすべて登録
されているか

② ４⽉１⽇現在の職員の配置換え⼿続きが完了
しているか

③ ４⽉１⽇現在の俸給額に更新されているか
④ ３⽉３１⽇までの全被共済職員の従業状況

がすべて更新されているか

確認の結果、登録内容に不備があった場
合、「いいえ」をクリックして各⼿続きを先に完
了させてください。
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掛⾦届提出時の事前確認をする③

事前確認の完了

登録されている施設・事業の情報、職員の
情報を確認し、すべての項目について「は
い」のクリックが完了しましたら、画面の⼀番
下にある「確認しました」ボタンをクリックしま
す。

施設情報および職員情報の登録状況の確認
がすべて完了するまで、「確認しました」ボタンを
クリックすることはできません。
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掛⾦納付対象職員情報を確認する①

掛⾦納付対象職員情報の
確認へ進む
次に施設の⼀覧が表示されます
ので、掛⾦届の提出前に、各施
設に在籍する職員の情報が正
しく登録されていることを確認し
ます。

施設名称列がリンクになっています
ので、施設名をクリックします。
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掛⾦納付対象職員情報を確認する②

掛⾦納付対象職員情報
の確認
施設名をクリックすると選択した施設に
在籍する職員の各種情報が表示され
ますので、確認を⾏ってください。

登録されている情報に誤りがないことを
確認しましたら、「戻る」ボタンを押して、
前の画面に戻り、引き続き、すべての施
設の登録内容を確認します。
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掛⾦納付対象職員情報を確認する③

掛⾦届の提出へ進む

ここまでの⼿順により、すべての
施設の確認が終わりましたら、
画面下部の「納付する掛⾦を
確認する」ボタンをクリックして、
納付する掛⾦額の確認を⾏い
ます。
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掛⾦納付対象職員情報を確認する

 掛⾦届の提出前の段階で掛⾦納付対象職員情報の修正が必要な場合、次の⼿順に沿って修正を⾏います。

 「掛⾦納付対象職員届の提出確認詳細」画面にて、修正対象となる職員の⽒名 ⽣年⽉⽇ 性別列の⽒名リンクをク
リックします。

check
掛⾦納付対象職員情報の修正が必要な場合①
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掛⾦納付対象職員情報を確認する

 「職員情報」画面に遷移するので、修正対象
となる情報の修正を⾏い、「更新」ボタンを
クリックします。

check
掛⾦納付対象職員情報の修正が必要な場合②

職員の加⼊漏れがある場合は、「掛⾦届
提出時の事前確認」の画面まで戻っていた
だき、職員の加⼊登録を⾏ってください。
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掛⾦届を提出する

届出に必要な情報の
最終確認および掛⾦
届の提出

確認ができましたら、「機構へ提出す
る」ボタンをクリックして、提出完了で
す。

表示されている法人全体で納付する掛
⾦額と施設ごとの掛⾦の内訳を確認し
ます。

提出後は、ホーム画面の「最近の⼿続履歴」欄に
掛⾦届が提出されたことが表示されます。

提出内容に誤りがある場合は、4⽉30⽇までは
掛⾦届を引き戻し、再提出することが可能です。
5⽉1⽇以降に誤りがあることが判明した場合は、
機構までご連絡ください。
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掛⾦届を提出する

 次の５項目について、正しい情報が登録されていることを確認してください。

 ４⽉１⽇までに新設した施設・事業がすべて表示されているか

 施設ごとの「単位掛⾦額」対象職員数が正しいか

 施設ごとの「単位掛⾦額×３」対象職員数が正しいか

 「単位掛⾦額」対象職員数および「単位掛⾦額×３」対象職員数を確認したうえで、施設ごとの掛⾦額が正しいか

 納付する掛⾦額の合計が正しいか

check
掛⾦届を提出する際の注意点
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掛⾦届の提出⼿続きが完了しました

⼿続き完了

お疲れ様でした。
これにて掛⾦納付対象職員届の提出⼿続きは完了となります。
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Step３. 受付完了のお知らせを確認する
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受付完了のお知らせを確認する

受付完了メールの受領

掛⾦届の提出⼿続きが完了すると、
機構から受付完了メールが送付されます。
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Step４. 掛⾦届提出後に必要な対応
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掛⾦届提出後に必要な対応

 次の２項目について、掛⾦届提出後に対応いただく必要があります。

 掛⾦の振込依頼書のダウンロードと掛⾦の納付

 掛⾦納付対象職員届の共済契約者控えのダウンロード

check
掛⾦届提出後に必要な対応

 振込依頼書をダウンロードし、掛⾦の納付（５⽉３１⽇締め切り）を⾏ってください。

 掛⾦納付対象職員届の共済契約者控えをダウンロードし、お⼿元に保管してください。
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掛⾦納付対象職員届の提出⼿続き動画マニュアルは
以上となります
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